
年 月 日 ６　従業員

■ 常
■ 常 ■ 市

１　協議事項 ■ 常 □ 非
□ 常 ■ 非 ■

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 □ 常 ■ 非 ■
■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 ■ 非 □

■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 ■ 非 □
■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非 □

□ □ 多機能型サービス □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 日 〆 日 月 月
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ７　借入金の状況

□ □ 施設整備を伴う □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 施設整備を伴わない 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇

２　事業実施に係る動機 ８　必要な資金と調達方法

３　提供サービス
① ％
② ％ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
③ ％ 月 火 水 木 金 土 日

９　事業の見通し

４　施設の概要【平面図は裏面のとおり】

■

□

階 階 年
㎡ ㎡

1 階 ㎡
人 人 人

階 ㎡
人 人 人

階 ㎡
人 人 人 ※１　月平均利用額（１人当たり）の積算根拠

□ □ □ ■

※２　給付費は，サービス提供月の翌々月に振り込まれるので留意すること（例：４月サービス提供→５月請求→６月振込）
※３　主な受注作業取引先

５　主要取引先

※３　主な事業所内生産品

円 × H × 日 × 人 ＝
円 × H × 日 × 人 ＝

※４　諸経費：消耗品，光熱水費，車両管理費，研修費，宣伝広告費，租税公課，社会保険料，レンタル料等

収
入 その他

様式第２号－１

消防局予防課

回答 1 2 1 3

日1 5

月 日

受理 1 0 月

建築指導課

万円

意見

内
容 児童福祉法に基づく児童発達支援事業所

意見

30
109.4

種別
利用者

施
設
の
概
要

事務所 構造 軽量鉄骨造

事
業
の
概
要

手続

職員
手続

収容人員 内訳 利用者

児童発達支援事業

万円

回収・支払いの条件

計算式

契約書の有無

あり □ なし

１月当たりの受注額

１月当たりの生産額

万円

万円
万円

万円

万円 万円

万円 0
118

69

万円
万円

万円
万円
万円

129

万円

万円

万円

万円売上高　※３

万円

円

万円

万円

万円収入　Ｂ

万円

生産品 １時間単価

収支

（（（Ｂ－Ｃ）／25）／8）／Ａ

①-②

支出　Ｃ

必要経費 万円

円
最賃確保状況（Ａ型）

万円

生
産
活
動

万円

基本単価８３０単位、福祉・介護職員処遇改善加算３．１％(２５７円)

万円

万円 万円

□

万円

万円

人員面，資金面の両面
に余裕をもった資金計
画とすること

万円
万円
万円
万円
万円

万円

万円

円

人

万円

上段：受注先
下段：所在地

万円
万円

利用者賃金 万円

万円

円

万円

万円

万円

万円

万円
万円
万円
万円

万円

万円
万円万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

月平均利用額　※１
（１人当たり）
給付費　※２

収入計
人件費
旅費・交通費
賃借料
通信費
諸経費　※４
支払元金利息

〆

支出計②

使用する階

％

意見

意見
万円 万円

必要な資金 金額 調達方法 金額

設
備
資
金

運転資金の増額を検討
すること

補助金
自己資金 万円万円

万円
万円

万円

車両
その他

運転資金

土地

万円
万円
万円

関係団体

応用行動分析等の療法
を用いるにあたり，これ
に特化した職員の配置
について考え方を示すこ
と

万円
万円

万円
万円

万円万円

関
係
者
へ
の
意
見
聴
取

年間返済額

40
30
30
25
25

25
9
9

日

意見金融機関

万円
万円
万円
万円
万円
万円
万円
万円

人件費

児童指導員
児童指導員

理由 借入残高

支払

サービス管理責任者

中小企業診断協会

支
出

日回収％ ％

日 〆 日回収

日

％

保育士
保育士

保育士

新築予定
賃借

事業の追加

保健師，幼稚園・保育所・認定こども園の職員に皆さんから、当該地域には児童発達支援センターが無く児童発達支援事業所も不足
しているとの声が寄せられている。又、多くの事業所が知的障がい児を受け入れてるケースが多く、精神障がい、広汎性発達障がい、
自閉症等の障がいのある児童を受け入れる事業所が少ないため、これらの児童を積極的に受け入れる事業所が必要と判断した。

〆

上段：取引先
下段：所在地

割合 掛取引 回収・支払の条件

％ ％

日回収

意見
管理者

職種 月給年齢名前法人名 雇用形態
代表者職名前

(福)三穂の園
理事長　岡良夫

担当者名
50 30

江草幹忠 連絡先 086－525－２522

専有面積

所有者

11.平面図を参照するこ
と

申請種別 新築 増築 用途変更 その他

地上

①
種別
手続

収容人員
使用する階 専有面積 ８８，５８

地下
延面積

所有者 抵当権

種別

割合
種別 割合

理念

土
地

建
物

所在地 用途区域広島県福山市春日町５丁目３－１１ 市街化 近隣商業地域

名称

用途
階層

はるかビレッジ株式会社 抵当権

③
収容人員 内訳 利用者職員

「夢と希望とやすらぎがあり、通ってみたい、通ってよかった、通いつづけたい」を理念としております。

内訳 職員

② 使用する階 専有面積

■当初 □最終

提供日

共生型サービス以外

１Ｆ
建築面積

サンシティかなおＣ
あり

割合

ありはるかビレッジ株式会社

（大幅な事業内容変更）

16 6 10

建築年

事　業　計　画　書
作成年月日

建物の構造・設備の変更

（事業所の移転）
賃借協

議
の
種
類

賃借
現在地

本計画書に記載が必要な項目
計画の概要

新規事業所の開設

定員の変更

共生型サービス
新築予定

新築予定

万円

８８，５８

児童発達支援事業

2019 10 15

9
9

月末 20 6 12

50
建物
設備

ボーナス

5
5

200
50
200
500

万円19 19

人

万円

500

500

5 5

合計 合計

２月目 ３月目 １年後
利用者見込 Ａ

１月目
人 10

借入金 万円

人5

19

0
5
5
91
2
11
1

19

177
10
187
91
2
11
1
13

万円
91

0

2
11
1
13
0

118

万円万円
万円

万円
万円
万円
万円

95
5

100
201
2
11

13
0

100

△ 128

目標

同種のサービス

通う子供の成長に寄り添った支援と安心できる環境を提供し、スモールステップにて心身の成長を育みます。保護
者の方々や相談支援専門員のご意見を尊重し、個々に合う個別支援計画に沿ったサービスの提供も考えておりま
す。三障がいの幼児を受け入れる予定にしています。(医療的ケア児及び重度の肢体不自由児は要相談とさせて頂
きます。)

1
13
0

△ 113

118 228

万円

△ 113



１０　付近図 １２　事業計画

人 事業所
人

５年後出生数　約２６０人

１３　利用者処遇

11　平面図

１４　防災計画

１５　一日の流れ

時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分

13
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12

17

11

12
12 12

14 30 15

30 ｏｏ

30

30

30

ｏｏ 10 30

ｏｏ

13 ｏｏ

14

16 ｏｏ

30

ｏｏ

ｏｏ

○用途変更をする床面
積が200㎡以下である
ため,手続きは不要だ
が，手続き不要な場合
であっても，建築士等に
相談し，建築基準法に
適合する計画とすること
○誘導灯を設置するこ
と
○避難上又は消火活
動上有効な開口部を有
しない階の場合は消火
器具の設置が必要とな
るので，消防への事前
に相談すること
○防炎対象物品（カー
テン，じゅうたん及びの
れん等）を使用する場
合は防炎性能を有する
ものを使用すること
○工事が完了した日か
ら４日以内に消防用設
備等設置届出書を提出
すること
○使用開始日の７日前
までに防火対象物使用
開始届出書を提出する
こと
○玄関を明示すること
○屋外を含め，施錠個
所を明示すること
○ワンルームでの療育
となるが，安全面の配
慮について明示するこ
と

※平面図のデータを貼付

意見

意見

　児童の自由な意思決定と自主性・主体性から導き出される自立を促す支援を提供します。安全で安心できる環境づくり
に努め、成長の発達段階及び障害特性に応じた適切な支援を提供しながら規則正しい生活リズムを身に付け、スモー
ルステップにて児童の自立に向けた成長を育む支援を行います。児童の１０年、２０年後の将来像を見据えて、児童、保
護者も地域で自立し、幸せに暮らせる支援方針を基盤とする支援を行います。。保護者、地域社会の宝物である子供た
ちを、愛し、受け入れ、寄り添う支援を行う事により、児童の自主性、主体性を尊重し、自信や自立、生きる力を身に付け
れる支援を行います。家庭等でのバランスの摂れた食事提供・適度な運動・規則正しい生活リズムの指導により心と心
身の健全な成長を支える支援を行います。科学的根拠を基盤に実証されている認知発達プログラム及びスキル(東京大
学病院によるプログラム)や環境の構造化(ティーチプログラム)応用行動分析(ＡＢＡ)を基盤に発展した絵カードを使用し
たコミュニケーション・システム(絵カード交換方式)感覚統合運動等の支援方法を用いて、体系的に発達支援を行いま
す。集団(個別、小集団)での活動等を組み合わせて、児童達に合わせた活動、遊び、関わり方や社会のルールを学べる
支援を行います。保護者の方々の育児や介護負担軽減を目的に、保護者等が気軽に相談しやすい関係づくりに努め、
また、必要に応じて保健、保育、教育、医療、福祉等の関係機関と連携を行う事により課題を解決し支援を行います。基
本は利用児は午前５名、午後５名の受け入れとします。但し行事、療育等の支援内容により、午前１０名の利用児を受け
入れます。昼食提供は無しとしますが、おやつは提供する事を予定としています。(食育として保護者等、利用児、職員が
おやつ作りを行い三者のコミュニケーションの場として提供する予定としています。)行事(季節等が感じられる場面）を提
供する事を予定しています。※別紙参照

○通園形態を示すこと
（単独通園又は親子療
育）
○対象児の年齢や発達
状態，それに合わせた
グループ編成や取り組
みについて具体的に示
すこと（午前・午後の時
間帯で概ねの対象年齢
を設定するなど）

療育現場で必要な発達支援の方針、三障害児を支援する基礎知識や支援方法の学びを深めるため、法人内外研修を
計画的に実施する。「認知」、「運動」、「社会性」、「地上生活動作」を向上させる為のプログラムが有り、そのプログラム
の体系的な取組として、「新版Ｋ式」、「認知発達治療実践マニュアル(太田ステージ課題)」、「感覚統合運動」、「応用行
動分析を基盤とした絵カード交換方式コミュニケ-ショーンシステム」、「ＳＳＴ(ソーシャルスキルトレーニング)」、「日常生
活レベルチェックシート」、ティーチプログラム等を導入し支援者が根拠のある支援内容、方法、技術を取得し支援を行い
ます。また、保護者への支援についての説明も行います。職務分掌により、職務内容及び役割分担を明確にし、職員に
周知するほか、適切支援が遂行されているかを確認する事で定期的に見直します。近隣の公園等や部屋を活用し、
日々の活動に適度な運動を取り入れる事で体力や体幹づくりの支援を行います。感覚統合に基づき、全身の運動を身
体の部位や運動内容等に分けて活動を計画的に支援を行います。職員や他児との遊戯療法を設定し、人と関わる事の
楽しさや遊ぶ喜びを体感する支援を行います。リハビリ等に通院している児童がいる場合は保護者に情報提供書を依頼
し提出していただき児童に必要、かつ、事業所で取り入れる事の出来る活動内容(あるいは、見立て方)の支援を行いま
す。主体的に活動参加してもらえる環境として褒める療育を継続する支援を行います。自立支援の主軸として「食事やお
やつ」、「排泄」、「衣服等の着脱」、「睡眠」を重点項目として支援を行います。児童の様子を観察し、特性と成長段階をア
セスメントしながら児童に寄り添った支援（スモールステップの支援）を行います。食育として保護者の方々に園児に無理
じいをさせず、楽しく食事を摂れることを支援者と一緒に考え行う事を支援します。外食時の機会に困らない様に食事マ
ナーや意思伝達方法の支援を行います。

○個別・小集団の支援
はどのように行うのか，
その場合の職員体制は
どのように考えているか
○通常，日常生活の中
で行われる「食事やおや
つ」「排泄」「衣服等の着
脱」「睡眠」について重点
項目に位置付けている
が，具体的にどのように
行うのか考え方を示すこ
と

個別、小集団、集団による　生活面のＡＤＬの支援

意見

意見
朝の会、個別、小集団、集団療育の見通し説明

排泄等、水分補給、自由時間

おやつの提供

創作活動、折り紙、紙切り、絵を書く、色塗り

意見
小学校区

意見

緑ヶ丘 ○園外活動に対する安
全対策について考え方
を示すこと
○園庭についての考え
方を示すこと
○避難経路を明示する
こと

人口 事業所数
利用定員

5,209 0
0

おやつの提供
帰りの会、排せつ、園児による持参物の確認等

次の点を踏まえて一日
の流れを見直すこと
○活動の最初に創作活
動を行うこととなるが適
切か
○生活面のＡＤＬの支援
を一時間かけて行うこと
となるが適切か
○おやつの時間が昼前
となっている，食を大切
にするなら時間の検討
が必要ではないか

職員休憩
昼の会、個別、小集団、集団療育の見通し説明
創作活動、折り紙、紙切り、絵を書く、色塗り
排泄等、水分補給、自由時間

帰りの会、排せつ、園児による持参物の確認等

事故が発生した場合は、県、市町村及び保護者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際し
て取った処置について記録する。事故等に備え、施設損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が生じた場合は、損害賠
償に関わる措置を適切かつ速やかに行う。事業所に消火設備等、その他の非常災害に際して必要な設備等を設けると
ともに、非常災害に関する具体的な消防災害計画マニュアルを設けます。非常災害時の関係機関への通報及び緊急連
絡網、連絡体制を整備し、それらを職員に定期的に周知し実践できるように日常的に訓練を行う。非常災害時に備える
ためも事業所において避難、救出、地震、津波、土砂崩れ、火災、家屋損壊、その他必要な訓練を定期的に行い実効性
を確保します。各種訓練終了後に保護者への児童引き渡し訓練を定期的に行う予定としています。

個別、小集団、集団による　生活面のＡＤＬの支援

8 30 9 ｏｏ

10
9 ｏｏ 10 ｏｏ

10 30 11 30

30

13 ｏｏ 13 30

ｏｏ

16 ｏｏ 16 30

17 ｏｏ 17 30 職員休憩

凡例

◎・・・事業所

△・・・避難場所

△

◎



年 月 日 ６　従業員

■ 常
■ 常

１　協議事項 ■ 常 □ 非
□ 常 ■ 非

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 □ 常 ■ 非
■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 ■ 非

■ □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 ■ 非
■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 □ 常 □ 非

□ □ 多機能型サービス □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 日 〆 日 月 月
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ７　借入金の状況

□ □ 施設整備を伴う □ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

□ 施設整備を伴わない 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
□ 〇 〇 〇 〇 〇

２　事業実施に係る動機 ８　必要な資金と調達方法

３　提供サービス
① ％
② ％ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
③ ％ 月 火 水 木 金 土 日

９　事業の見通し

４　施設の概要【平面図は裏面のとおり】

■

□

階 階 年
㎡ ㎡

1 階 ㎡
人 人 人

階 ㎡
人 人 人

階 ㎡
人 人 人 ※１　月平均利用額（１人当たり）の積算根拠

□ □ □ ■

※２　給付費は，サービス提供月の翌々月に振り込まれるので留意すること（例：４月サービス提供→５月請求→６月振込）
※３　主な受注作業取引先

５　主要取引先

※３　主な事業所内生産品

円 × H × 日 × 人 ＝
円 × H × 日 × 人 ＝

※４　諸経費：消耗品，光熱水費，車両管理費，研修費，宣伝広告費，租税公課，社会保険料，レンタル料等

協
議
の
種
類

計画の概要
本計画書に記載が必要な項目 保育士

万円 万円

支
出

利用者賃金 万円 万円 万円 万円

万円 万円
売上高　※３ 万円 万円 万円 万円

支出　Ｃ 万円 万円

（事業所の移転）

法人名 (福)三穂の園 職種 雇用形態 名前 年齢 月給

□当初 ■最終
代表者職名前 理事長　岡良夫 管理者 万円

事　業　計　画　書
作成年月日 2019 12 23

50 30
江草幹忠 連絡先

新築予定 児童指導員

万円
保育士 万円

担当者名 サービス管理責任者

万円
万円

保育士

25 9

086－525－２522
40 25
30 9

新規事業所の開設
万円

共生型サービス 児童指導員

賃借
現在地

（大幅な事業内容変更）

事業の追加
賃借 万円
新築予定 人件費 支払 ボーナス月末 20 6 12

共生型サービス以外

建物の構造・設備の変更 万円 万円

主な修正点
賃借 万円 万円

万円

定員の変更 新築予定 金融機関 理由 借入残高 年間返済額

主な修正点

設
備
資
金

土地 万円 補助金 万円 運転資金を２００万より、
５００万に増額しました。建物 万円 自己資金 万円

設備 万円 借入金 万円

万円 合計 万円

車両
50
200
50

800

「夢と希望とやすらぎがあり、通ってみたい、通ってよかった、通いつづけたい」を理念としております。 １月目

割合 合計

２月目

100 500
800

主な修正点
利用者見込 Ａ 人 人 人 人

万円
（１人当たり）

万円 万円万円
月平均利用額　※１

３月目
5 5 5 10

１年後

19 19

万円

収
入

万円 万円万円

万円
万円 万円 万円 万円

98 177
5 10

万円 万円

万円

129

収容人員 内訳 職員 利用者

万円
１Ｆ 地上 地下 建築年

支出計②

市街化 近隣商業地域

万円

228

万円

11 11
主な修正点

支払元金利息

生
産
活
動

万円

万円

118

（（（Ｂ－Ｃ）／25）／8）／Ａ

11

内訳 職員

2 2

万円 万円
11

万円

階層

所在地 広島県福山市春日町５丁目３－１１ 用途区域

万円 万円 万円

△ 113 △ 113 △ 125

名称 サンシティかなおＣ

８８，５８ 延面積 109.4

万円

用途 事務所 構造 軽量鉄骨造

万円

通信費 万円 万円

万円旅費・交通費

諸経費　※４ 万円 万円 万円 万円

賃借料 万円 万円 万円 万円
2 2

手続 使用する階 専有面積

建築面積

118

種別
内訳 職員 利用者

万円 万円

所有者 はるかビレッジ株式会社 抵当権 あり

万円

円
収容人員

万円

万円

万円

最賃確保状況（Ａ型）
手続 使用する階 専有面積 必要経費

利用者収容人員

施
設
の
概
要

土
地

建
物

万円
所有者 はるかビレッジ株式会社 抵当権 あり

収支
30 ①-②

収入　Ｂ

1 1 1 1
13 13 13

万円

万円万円

118

69

事
業
の
概
要

①
種別

申請種別 新築 増築 用途変更 その他

16 6 10
８８，５８

児童発達支援事業

②
種別

③

手続

円

万円万円

円 円

下段：所在地

基本単価８３０単位、福祉・介護職員処遇改善加算３．１％(２５７円)

割合 掛取引

内
容

％

日 〆

日回収

〆

％

日％
計算式 １月当たりの生産額

あり
回収・支払の条件 主な修正点

下段：所在地

児童福祉法に基づく児童発達支援事業所

上段：受注先
１月当たりの受注額 契約書の有無 回収・支払いの条件

上段：取引先

□ なし
％ 日回収

万円 □

その他

生産品
万円

％

〆

日回収
万円

％ 日

１時間単価

30 9
25 9 万円

12月23日受付
（受付印　省略）

様式第２号－２
主な修正点

玉島センター、福山東セ
ンターで学んでおり、実
践も行っている職員を配
置します。

受付印

800

金額 調達方法 金額

万円

万円
その他 万円

保健師，幼稚園・保育所・認定こども園の職員に皆さんから、当該地域には児童発達支援センターが無く児童発達支援事業所も不足
しているとの声が寄せられている。又、多くの事業所が知的障がい児を受け入れてるケースが多く、精神障がい、広汎性発達障がい、
自閉症等の障がいのある児童を受け入れる事業所が少ないため、これらの児童を積極的に受け入れる事業所が必要と判断した。

必要な資金

目標

通う子供の成長に寄り添った支援と安心できる環境を提供し、スモールステップにて心身の成長を育みます。保護
者の方々や相談支援専門員のご意見を尊重し、個々に合う個別支援計画に沿ったサービスの提供も考えておりま
す。三障がいの幼児を受け入れる予定にしています。(医療的ケア児及び重度の肢体不自由児は要相談とさせて頂
きます。)

19 19

0 0
5 5

給付費　※２ 万円

種別
児童発達支援事業 割合 提供日 運転資金 万円

割合

理念

使用する階 専有面積

同種のサービス
5 5 103 187
91 91 201 91人件費 万円

収入計 万円 万円 万円

13
0 0 0 0



１０　付近図 １２　事業計画

人 事業所
人

５年後出生数　約２６０人

１３　利用者処遇

11　平面図

１４　防災計画

１５　一日の流れ

時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分
時 分 ～ 時 分

主な修正点 　児童の自由な意思決定と自主性・主体性から導き出される自立を促す支援を提供します。安全で安心できる環境づくり
に努め、成長の発達段階及び障害特性に応じた適切な支援を提供しながら規則正しい生活リズムを身に付け、スモー
ルステップにて児童の自立に向けた成長を育む支援を行います。児童の１０年、２０年後の将来像を見据えて、児童、保
護者も地域で自立し、幸せに暮らせる支援方針を基盤とする支援を行います。。保護者、地域社会の宝物である子供た
ちを、愛し、受け入れ、寄り添う支援を行う事により、児童の自主性、主体性を尊重し、自信や自立、生きる力を身に付け
れる支援を行います。家庭等でのバランスの摂れた食事提供・適度な運動・規則正しい生活リズムの指導により心と心
身の健全な成長を支える支援を行います。。科学的根拠を基盤に実証されている認知発達プログラム及びスキル(東京
大学病院によるプログラム)や環境の構造化(ティーチプログラム)応用行動分析(ＡＢＡ)を基盤に発展した絵カードを使用
したコミュニケーション・システム(絵カード交換方式)感覚統合運動等の支援方法を用いて、体系的に発達支援を行いま
す。集団(個別、小集団)での活動等を組み合わせて、児童達に合わせた活動、遊び、関わり方や社会のルールを学べる
支援を行います。保護者の方々の育児や介護負担軽減を目的に、保護者等が気軽に相談しやすい関係づくりに努め、
また、必要に応じて保健、保育、教育、医療、福祉等の関係機関と連携を行う事により課題を解決し支援を行います。基
本は利用児は午前５名、午後５名の受け入れとします。但し行事、療育等の支援内容により、午前１０名の利用児を受け
入れます。昼食提供は無しとしますが、おやつは提供する事を予定としています。(食育として保護者等、利用児、職員が
おやつ作りを行い三者のコミュニケーションの場として提供する予定としています。)行事(季節等が感じられる場面を提
供する事を予定しています。)　※別紙参照

主な修正点
小学校区 緑ヶ丘 人口 事業所数 〇園外活動時は、利用

児一名に職員一名が同
行し、必ず手を繋いで
車両等の通行がより少
ない道路を利用し、移
動します。
〇近隣の公園を利用し
ます。(徒歩の場合と、
車両を使用する場合も
有ります。)
〇避難場所は蔵王公
園とし、車もしくは徒歩
で移動します。

〇通園形態は単独通園
とします。(対象年齢は、
二歳より就学前)将来的
には、親子療育を検討し
ます。〇男女の区別、年
齢、発達年齢を熟考し、
(保護者の意見、提案、
モニタリング、相談支援
専門員作成サービス等
利用計画書、個別支援
計画、ケース会議)個
別、大中小集団での療
育を行います。

利用定員

主な修正点
〇個別は一対一での支
援を提供します。。小集
団は園児同士のコミュニ
ケーションを図る事を重
点とした支援を提供しま
す。　　〇対象年齢で
は、食事(箸、スプーン、
ホークが正しく使用でき
るようになる)、排泄、衣
服の着脱の自立が出来
る様に定期時間で環境
設定を行います。

主な修正点
※平面図のデータを貼付 〇建築基準法を遵守し

ております。
〇消防署に相談しまし
た。消火器と避難誘導
等を設置します。
〇防火対象物品は全て
防炎の物を使用しま
す。〇消防用設備等設
置届を提出します。
〇防火対象物使用届
出書を提出します。

9 30 10 30
10 30 11 ｏｏ

おやつの提供、排泄等、水分補給、自由時間

主な修正点

主な修正点
始まりの会、個別、小集団、集団療育の見通し説明 〇創作活動は最後にし

て、利用時に対して適宜
支援を提供し支援内容
を検討します。
〇ＡＤＬ、ＩＡＤＬがあり、
その利用時によって時
間は変化する事が見込
まれますので、概ね時間
を記載しており、適宜対
応します。
〇昼食や夕食が食べれ
なくなる様な量のおやつ
の提供はなく、提供時間
を早くします。

折り紙、紙切り、絵を書く、色塗り、創作活動
おやつの提供、排泄等、水分補給、自由時間
個別、小集団、集団による　生活面のＡＤＬの支援
帰りの会、排せつ、園児による持参物の確認等

個別、小集団、集団による　生活面のＡＤＬの支援
帰りの会、排せつ、園児による持参物の確認等

始まりの会、個別、小集団、集団療育の見通し説明
折り紙、紙切り、絵を書く、色塗り、創作活動

5,209 0
0

9 ｏｏ

療育現場で必要な発達支援の方針、三障害児を支援する基礎知識や支援方法の学びを深めるため、法人内外研修を
計画的に実施する。「認知」、「運動」、「社会性」、「地上生活動作」、を向上させる為のプログラムが有り、そのプログラム
の体系的な取組として、「新版Ｋ式」、「認知発達治療実践マニュアル(太田ステージ課題)」、「感覚統合運動」、「応用行
動分析を基盤とした絵カード交換方式コミュニケ-ショーンシステム」、「ＳＳＴ(ソーシャルスキルトレーニング)」、「日常生
活レベルチェックシート」、ティーチプログラム等を導入し支援者が根拠のある支援内容、方法、技術を取得し支援を行い
ます。また、保護者への支援についての説明も行います。職務分掌により、職務内容及び役割分担を明確にし、職員に
周知するほか、適切支援が遂行されているかを確認する事で定期的に見直します。近隣の公園等や部屋を活用し、
日々の活動に適度な運動を取り入れる事で体力や体幹づくりの支援を行います。感覚統合に基づき、全身の運動を身
体の部位や運動内容等に分けて活動を計画的に支援を行います。職員や他児との遊戯療法を設定し、人と関わる事の
楽しさや遊ぶ喜びを体感する支援を行います。リハビリ等に通院している児童がいる場合は保護者に情報提供書を依頼
し提出していただき児童に必要、かつ、事業所で取り入れる事の出来る活動内容(あるいは、見立て方)の支援を行いま
す。主体的に活動参加してもらえる環境として褒める療育を継続する支援を行います。自立支援の主軸として「食事やお
やつ」、「排泄」、「衣服等の脱」、を重点項目として支援を行います。児童の様子を観察し、特性と成長段階をアセスメント
しながら児童に寄り添った支援（スモールステップの支援）を行います。食育として保護者の方々に園児に無理じいをさ
せず、楽しく食事を摂れることを支援者と一緒に考え行う事を支援します。外食時の機会に困らない様に食事マナーや意
思伝達方法の支援を行います。

事故が発生した場合は、県、市町村及び保護者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際し
て取った処置について記録する。事故等に備え、施設損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が生じた場合は、損害賠
償に関わる措置を適切かつ速やかに行う。事業所に消火設備等、その他の非常災害に際して必要な設備等を設けると
ともに、非常災害に関する具体的な消防災害計画マニュアルを設けます。非常災害時の関係機関への通報及び緊急連
絡網、連絡体制を整備し、それらを職員に定期的に周知し実践できるように日常的に訓練を行う。非常災害時に備える
ためも事業所において避難、救出、地震、津波、土砂崩れ、火災、家屋損壊、その他必要な訓練を定期的に行い実効性
を確保します。各種訓練終了後に保護者への児童引き渡し訓練を定期的に行う予定としています。

9 30

11 ｏｏ 12 ｏｏ

13 ｏｏ 13 30
13 30 14 30
14 30 15 ｏｏ
15 ｏｏ 16 ｏｏ

凡例

◎・・・事業所

△・・・避難場所

△

◎


